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説

苑

中
業

響

於
σ
為

落
の
結
愈

論
ず
三
・完
)

軍

容

(篁

號

δ

さ

δ

六

中

世

末

期

に
於

け

ろ

村

落

の

結

合

を
論

ず

三

.完
)

牧

野

信

之

助

我
等

は
更
ら

に
論
旨

を
進

め
て
、
非
常

時

に
於

け

る
團
結

の

一
斑
を
叙

し

て
、

活
動

し
た
款
態
を

明

か
に

せ
ね
ば
な
ら

漁
Q

一
村
乃
至

】
國
共
存
の
爲
め
に

非
常

の
誓
約
ど
準
賀
郡
の
位
置

「
非
常
」
.凧
稀
有
の
事
例
で
あ
る
。
我
等
は
こ
の
非
常
の
誓
約
難
目
を
近
江
探
訪

の
史
料
に
求

め
て
、
多
く
甲
賀
郡
に
そ
の
存
在
を
知

つ
だ
、
そ
れ
に
は
特
殊

の
理
由
が
な
い
で
も
な

い
。
先
5d
に

概
叙
し
た
近
江
の
国
情
の
中
で
も
、
特
に
甲
賀
郡
は
地
勢
偏
在
、
野
洲
の
水
脈
に
沿
う
て
部
落
を
な
し
、
佐

々
ホ
の

武
力
も
充
分
に
引
締
る
ま
で
に
至
ら
す
、
鎌
倉
以
降
、
所
謂
甲
賀
武
士

の
割
探
す
る
こ
こ
ろ
ε
な
り
、
或
ば
五
十

.

三
家
畜

し
・
二
+

豪

議

し
、
其
筈
の
同
名
は
各
室

…を
樹

て
紺

争

ふ
て
居

っ
た
、
伴
同
名
呉

ひ
望
月

同
量

云
ふ
の
が
そ
れ
で
あ
っ
て
・
就
霜

ホ
郷
を
本
饗

し
な

山
中

蜜

…を
そ
の
魁
首

す
る
。
彼
等
は
多

く
の
場
合
、
居
所

の
村
民
ε
は
献
り
關
係
無
く
、
同
名

の
み
所
謂
「
惚
」
同
名
の
名
目
を
以
て
、
黙
坐
髄

の
荊
害
に

關
す
る
問
題
を
解
決
し
た
・
そ
の
方
式
望

地

の
播

振

合

・
う
が
あ
っ
た
か
如
何
か
は
、
遙
か
に
云
ぴ
切

る
こ
ご
は
出
来

な
い
が
、
兎
も
角
部
落

の
團
結

ε
相

勤
的

に
、
そ

れ
一
,
、
強

い
結

合
を
持

っ
て
居

っ
た
。
部
盤
側

か
ら
云

へ
ば
、

一
方
武
人
の
團
艘
的
幡
奨

め
り
、
他
方
.に
は
統

一
的
領
主
権

の
薄
弱
か
ら
、
絶
え
ざ
る
生
存
上



　

の
不
安

が
め

つ
て
、
勢
自
衛

の
方
法
を
専

ら

に
す

る

こ

ε

、
な
り
、

そ
れ
が
惰

性

ε
な

っ
て
、
轆

々
も
す
れ
ば
殺

伐
な

置
目

を
定
む

る
を
常

ε
し
、
或

は
温
激
な

方
法
を

執

る
を
例

ε
す

る
b
至

っ
た
。
之

を

一
村
若

し
く

は
聯
合

村
落
或

は

】
郡

の
自
治

ざ
云
ひ
、
結

合

ε
云
ふ
の
は
、

少

し
く
安
當

を
失
す

る
奇
矯

の
言

か
も
知
れ

ね
。
然
も
我

等
は

一
々
關
係
史
料

を
検
討

し
て
、

一
村
乃

至

一
部
惚

の
名

の
下

に
、
牛

王
紙

に
血
判

を
浸

ま

せ
た
、
起
請
文

を

附
随

す

る
置
目
諸
撚

に
封
ず

る
時

内
如

何

に
し

て
、
部

落

の
團
幣

が
、
眞

創
の
態

度
で
、
共

同
事
を
虚
置

し
た
か

に
想

を
致

さ
.穿
る
を
得

鎗
。

曽

.

村

・
郷

・
郡

・
國
の
惚
掟

慶
長
十
年
六
月
廿
二
日
附
で
、
甲
役
郡
宇
治
河
原
村
十
五
八
衆

の
連
署

に
な
る
午
王

紙

の
誓
文
状
に
は
型
の
如
く
綿

々
の
名
を
列
し
、
.倦
て

、

.

「
只
今
談
合
申
候
儀
、
飴
所

へ
も
、
叉
女
房
子
供
に
も
、
他
嘗
申
問
敷
候
、
叉
此
十
五
人
乗
内
は

い
か
や
う
に

へ

ら

で

も

ち

ヘ

ヤ

も

あ

や

も

、
多

分

に
付
談
合
可
レ
仕

候
事

(失
墜
)
.

(借
合
)

〔捌
)

一
、
入

め
ん
し

つ
、
い
参
候
共

、
互

か
り
や

い
幽

し

可
レ
申
候

、是

又
し

つ
、
い
の
儀

は
惚
中

へ
さ
は

か
ぜ
南
俵

(顛
翼

車

載
叉

か
た
や
を
ひ

い
き
儀

串
間

敷
候
事

ε
記

し
た

も

の
が
あ

る
。
之

は
宇
治

河
原

一
村
衆
中

こ

し

て
何

か
不
穏

事
件

に

つ
き
合
議

し
た

こ
ε
を
、
充

分

に

豫
想

せ
し
む

る
も

の
で

あ
る
。
而

し

て
非
常

の
置
目
を

要

ε
す

る
場
合

ば
ヤ
多

く

一
村

を
軍
位

ε
し

て
、

己

の
共

同
生
活

の
安
定

を
脅

さ
る

、
時

に
獲

す

る
を
常

で
}す

る

を
以

て
、

そ
の
場

合

に
は
、
結
足

を
固
く
.せ
ん
が

爲
め

に
、

内

部

に
射

し
て
極
端
な

る
行
動

を
要

求
し
、
秘
密
裡

に
會
合
決
議

し
た
事
項

に

つ
い
て
加
割
人
以
外

口
外

せ

鳳
こ

ε
を
誓
冒

し
た
盤
敢
起

請
文

は
、
頗

る
多

く
存

在

し
て

み

る
こ

ご
で
あ

る
。
、

就

苑

噸
世
末
期
に
於
β
.ろ
村
驚

馨

か
論
丈

二
全

第
+
善

(篁

號

一
。
志

一
♀

■



r

誹

苑

中
世
末
期
に
於
σ
る
村
落
の
結
合
起
請
す
(二
。完
)

鯖
十
七
巻

(第

…號

]
○
入
)

一
〇
入

又

同
郡
宇
川
共
有

交
書

に
よ
れ
ば

同
村

・し
接
近

し
て

み

る
酒

人
村

ご
の
問

に
、
境
界

論
が
起

っ
た
時

に
、
互

に

黒
色
を
、
代
官

に
訴
訟

し
た

が
、
結

局
魯

慣

に
從

っ
て

、
共

に
神
前

に
火
箸

し
て
之
を
決
す

る
迄

の

い
き

∂
っ
に

な

っ
た
。

於
之
向
村

に
め

つ
て
は
、
互

に
當
事
者

を
撰

定

し
た

が
、

一
村

ε
し
て
の
主

張
は

己

の

一
學

に
決

せ

ら
を

わ
け
で
あ
る
か
ら
・
惚
村
ご
し
て
此
義
誉

當

る
も
の
鳶

め
に
、
「
褒
美
」
の
條
件
を
定

め
た
。
慶
長
+

一
年
三
月
廿
八
日
附
で
、
宇
治
川
原
村
惚

に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
た
置
目
が
;
通
あ
る
。
何
れ
も
即
座
の
手
當
、
秋
末

の
手
當
及
び
子

々
孫
々
に
蜀
す
る
年
貢
納
附
の
村
負
擢
迄
も
契
約
し
た
。
二
通
の
中

一
通
は
各
項
ε
も
倍
額

に
な

っ
て
み
る

か
ら

・
同
日

の
聞

に
更

ら

塘

額
を
決
議

し

た
も

の
で
あ
ら

う
.

次
で

そ
の
翌
年

に
も
猶

一
通
出

さ
れ

て
み
る
。
全
寅
を

墨
ぐ

れ
ば

宇
治
川
原
村
犠
中
手
火
置
目
一目

一
、
下
井
原

之
手

火
取
申
付
荷
相
究
中

低
事
、
手
火
取

中

人

に
ほ
う

び
之
儀

者

,
武
捨

石

ε
、
出

し
米

ご
可
レ
遣
レ

之
候

、
若

も

か
り

の
内

へ
は

い
り
候
共
、
弄
火
不

レ
被
レ
取

に
出
申

候
は

ゴ
捨
石
可
レ
遣

レ之

候
、
果

し
よ
や
う

ち

や

へ
人
集

、
も
か
り
の
内

へ
は

い
ら
覆

は
ゴ
、
手
前
の
下
川
原
義

織

ε
か
。
ひ
ら

ご
可
・
遣
・
之
候
、

叉
は
加
様
の
事
錐
匹
在
レ
之
手
火
取
中
人
を
惚
異
見

に
て
宇
治
河
原
之
b
う
ん
に
成
俟
て
出

し
可
レ
申
候
事
、

傍
歌
如
レ
件

慶

長
十

二

年

⊥
八
月

十

日

宇

治

河

原

村

惚

ε
見
え
て
、
畢
村
堅
く
當
事
者
に
封
ず
る
報
酬
額
を
定
め
、
以

て
野
手
の
村
落
ご
勝
負
を
決

せ
ん
ざ
し
た
の
で
あ

る
。
但
し

一
件
書
類
に
よ
る
に
、
酒
人
材
は
神
罰
を
恐
れ
て
、
球
差
期
日
の
至
ら
ざ
る
中

に
、
精
進
屋
を
引
き
上

●

、

`



隔

げ
た
ご
云
は
れ
て
る
る
ひ

次

に
各

村
落
の
共
同
利
害
問
題
ε
云

へ
ば
、
何
れ
の
時
代
で
も
、
圭
ご
し
て
そ
の
所
有
地
、
殊

に
山
林
地
者
し

く
は
用
水
等
に
係

る
も
の
が
頗

る
多

い
。
斯
る
場
合
に
は
亦
利
害
問
題
が
唯

]
村

に
の
み
止
む
な
い
で
、
い
く

つ

か
の
村
-

普
通

に
郷

こ
云
は
れ

る
贋

い
塵
域

に
捗

る

こ
ご
が
あ
る
。斯

る
場
合

に
は
如
何

に
し
て
も
、郷

ε
し
て

の
團
結

が
盟
結

せ
ら

れ
な
け
れ
ば
、
事

の
落
着

が

つ
か
な

い
。
於

之
聯
合

村
落

こ
し
て

の
結
合

が
、
必
要

ご
な

り
、

互

に
流
血

の
鰺

を
来

し
π

の
で
あ

る
が
、
多
く

の
場
合

、
其
郷
内
、
若

し
く
は
他
郷

郡
中

が
仲
介

し

て
、
和
解
を

諜

っ
左
様

で
あ

っ
た
。
慶

兀
頭

の
川
田
騨
肚
交
書

に

】
代

唱

の
畳
書

が
あ

っ
て
、
中

に

「
一
、
郷
中

に
て
、
百
姓

も

ヘ

へ

も

ち

し

等

山
間
答

水
問
答

し
付

て
、
弓
鋸
鐵

炮

に
て
喧

嘩

い
た

し
候
者
を
ば

其
郷

可
レ
致
二
成
敗

一候

争
」
の
僚

が
見
え

る
の

は
、
該
慣

習
を
認
容

し
π
も
の

ε
考

へ
ら

れ

る
。

然

し
實
例

に
よ
る

ご̀
、
郷
劃
郷

の
取
合

は
、
如
何

に
も
鰺
惜

た

る
も

の
で
、
次

の
山
中

文
書
は
署
名

・紀
年
を
逸

し

て

み
る
爲
、
確
約

に
は
云

へ
な

い
が
、
永
腺
頃

に
、
石
部

三
郷

ε
櫓
物

下
庄

ε
の
紛
争

に

っ
き
、
山

中
氏

一
黛

か
ら
櫓

物
下
庄

に
謝

し
て
行
動

せ
ん
こ

ξ
を

郡
中
惚

が
強
制

し
π

も

の
ピ
思
は
れ

る
。

(
カ

)
、

一
、
.櫓
物

名
主
中

二
階
門
悉
被
二
代
碑

一可
二
放
火

一候

、
若

二
階

門
無
レ
之
候
者

.
内

門
を
可

レ有
二
放

火

[候
、
等

本

人
名

主
中
家

次

　
人
宛

、
黒

衣

入

道

に

て

、
石
部
三
郷
名
主
中
江
河

田
宮
鳥
居

前

に
て
可
レ
有
二
御
薩

.
儀

一候

之
専

一
、
櫓
物

百
姓

年
老

次
第

二
、
.家
三
十

間
可
レ
有
二
放

火

「候
、
黙
考
彼

方
身
寄
五
人
同
人
夫

二
十

人
罷

出
候

へ

ε
申
付

候

間

、
各

々
罷
工
同
前

に
放

火
可

レ
仕

候
、
黙

考
來
十
日

二
、
各

々
罷
下
御

取
合
可
レ
申

候
、
高

議

苑

中
世
末
期
に
於
げ
ゐ
村
落
の
結
合
な
論
で
(二
・完
)

第
十
七
巻

(第

一號

「
〇
九
)

一
〇
九

`



、

説

苑

中
葉

響

於
け
・
馨

の
結
合
鶏

雲

一・完
)

筆

意

(第

厩

=

9

二

。

し

り

マ

ヤ

コ

も

、露

[僻

心
奢

、
穿

雰

江
片
付
可
・申
事

右
之
旨
無
二贔
負
偏
頗
異

見
申
候
、
若
私
鶴

於
・在
老

者
紫

肚
起
請
轟

罰
を
仰
厚
可
・蒙
・罷
遵

、
傍

前
書
如
し
件

嘉

さ
れ
て
め
る
・
右
の
中
異

見
言

醤

時

の
通
用
語

ε
し
て
常
用

真

、
張
薦

登

口
の
意
味
を
持

ぞ

ゐ
.

る
・
從

つ
高

心
無
く
ば
撤
方
藷

む
る
質

で
あ
る
。
・
の
側
室

關
し
て
、
石
部
町
果

塞

日
ほ

、
.藤

八
年
七
月
二
日
附
、
高
野
・柑
子
袋
・
夏
見
・
岩
根
の
各
部
落
「
惚
」
の
連
署
の
下

に
、
櫓
物
下
庄
宛

に
交
附
し
た
畳
書

が
あ
る
・
右
は
膓

薯

部
三
郷
取
食

付
、
伴
・串

美

濃
部
の
三
方
異
見

の
葉

、
弓
矢
の
難
を
思
止
ら
せ

た
も

の
で
、

こ
の
女
中

に
も
異
見

に
付

同
.恥
な
く
ば
、

中
連

可
申

ε
誓

言

し
て
み

る
。

腫

空

覚

L
は
較
も
す
れ
ば
弓
矢
.を
以
て
問
答
を
著

し
た
當
時
に
あ
っ
て
鳳
、
事
件
の
鎭
歴

に
最
も
力
遭

も

の
で
あ
っ
叢

に
・
利
害
關
係

の
地
域
を
大
に
す
れ
ば
す

る
程
そ
の
必
要
が
あ

っ
た
。
故
に
甲
賀
督

し
て
は
、

「
那
惚
」
の
名
の
T
に
、
私
の
奉
行
が
袋

し
て
屡

姦

議
を
催
し
、
事
の
黒
自

課

す

、
に
鑑

を
似
て
し
、
次

で
關
係
者

に
意
畢

致

甚

・
隠

、
・
の
事
例
頗
・
多

い
.
馨

は
前
髪

書

ε
巷

L
、
別
。
袋

的

の

三

例
を
以

て
之
を
説

明
す

る
で
あ
ろ
う
。

山
中
毒

に
よ
れ
ば
・
元
編
三
無

の
互
刹
飯
導
書

、新
宮
.天
河
両
肚
衆
讐

の
間
に
、
構
難
の
事
が
あ
っ

だ
が
・於
之
八
月
二
+
七
日
附
郡
麗

は
飯
婆

寸
に
宛
三

今
新

宮
.天
河
癖

衆
徒
中
。
墾

相
欝

将

。
異

見
申
悠
々
」
の

一
書
を
送
り
、
そ
の
争
論

に
つ
き
て
は
双
方
の
曲
直
を
正
し
、
和
解
を
表
明
す
る
爲
十
人

の
老

分

轟

の
上
・
天
河
爲

・
前
に
て
彼
方
雰

夫

・
禮
磨

・
べ
・
集

め
π
.
、仲
介
嫌

中
濤

ご
し
・
霧

0



恥

、

」

・

レ

レ
、

、

レ

、

㌧

ふ

べ
く

、
萬

一
同
心

な
き
場
合

に
は

「
郷
中

旋

σ
虹

C
片
付
可

レ申
」
ε
異
見
を

明
示

し

て
み
る
硯
で
み
る
。
、∬
し

て
、
着
到
散

の
進

達

に

つ
い
て
は
、
同

じ
く
同

日
附

を
以

て
、
郷
中
惚
.よ
り
山
中

.伴

同
名

に
宛

て

、
之

を
托

し
、

も

ヘ

エ

ら

し

ら

ぬ

　

ヤ

も

へ

も

ヘ

マ

リ

め

も

も

ヤ

も

し

ロ

マ

ヤ

も

是
亦

「
萬

一
同
心
無

レ
之
候

凶
・
郡
市
庁
付

可
レ
申
候

闘
各

可
レ被

レ
成
二
其
御

一6
得

一候
」

ε
極
付

け

て
み
る
。

郡

こ

し
て

の
固
結

は
、
多

く

の
土
豪

に
劉

し

て
も

、
容
易

に
そ
の
武
士

ざ
し

て
の
優
越
権

を
認

め
し
む

る
こ
ε
を

さ
せ

な

か

っ
た
の
で
あ
る
Q

次

に
戦
乱

の
時

代

こ
し
て
、
部
外
者

の
鑑

入
は
、

最
も
秩
序

を
撮
謝

せ
ら

る
、
庭

が
あ

っ
た

の
で
、
縄
掛

に
拒

.

組
す

る
ド
　こ
ろ
で
め

っ
た
。
由
[中
交
書

の
中

、
巌
瓶

起
請
文
前
書

之
事

に

一
、
自

然
從
二
他
国
他
部

一嘗

郡

へ
齪

入
之
族

於
レ有

レ之
者
、
無
二
表
裏

三

味
防
可
レ
申

事

　
つ

も

り

も

も

も

も

.

一
、
郡
内
之
者
他
国
他
部

ノ
人
藪

ヲ
引
入
自
他
之
跡
望
輩
在
レ
之
者
、
親
子
兄
弟

に
よ
ら
す
惚
郡

へ
同
心
仕
成

あ

や

も

り

へ

激
可
レ
仕
候
事

も

も

　

も

あ

っ

も

　
、
此

外
爲
　郡

中

一可
レ
然
係
数

多

分

二
村

可
[
事

`
見

え

る
も

の
が
あ
り

、
断
片

的
で
且
紀
年
を
逸

し

て
み

る
が

、
明
ら

か
に
同
時
代

の
郡
中
淀

ε
見

る

べ
き
も
の

で
あ

る
。
之

に
よ
れ
ば
郡
内
擧
げ

て

一
身

同
騰

防
戦

す

べ
く
、
第
三
條

の
協
議

事
項
を
多
数
決

に
定
む

る
ご
ゆ
る

の
は
、
,
一
時

の
場

合

ご
少

し
も
愛
は

つ
て
お
ら

諏
の

で
あ

る
。

同
じ
山
中

交
書

に
見

え
,る
次

の
掟

は
、
少

し
く
長

文

に
亘

る
が
、
前

文

ε
同

じ
趣
旨

を
具
罷

的

に
述

べ
、
且
甲

賀

郡

の
位
置

が
、
伊
賀

大
和

に
接
近

し

て
居

っ
た

こ

ε
か
ら

、
郡

ご
は

云
ひ
條

、
國

ご
し
て
之
ξ
,対
抗
す

る
や
う

な
感
じ

が
あ

っ
だ

ご
見

え
て
、

郡
で
あ

る

べ
き
場
合

「
國
[
ざ
爾

し

て
み

る
。

賊

苑

中
世
末
期
に
於
け
ろ
村
落
の
結
合
を
論
ず
(二
・完
)

黄
十
七
巻

(第
一
號

一
「
こ

」
一
一

」

、

■



』

説

苑

中
世
末
期
に
於
げ
る
村
落
の
結
合
な
論
ず
〔二
・完
)

第
十
七
巻

(第

一
號

一
一
二
)

一
一
二

一
、
他

国
之

人
数

引
入
候
仁
艦
於
二
相
定

一者

、惚

國

ピ
し

て
来

日

に
獲

回
被
レ成

跡

ヲ
削
其
跡
を

寺
肚

へ
可

レ被
二

置
付

一候
、
#
國

之
様
膿

内
通
仕
輩

あ
ら
ば
、
他

国
之
人
激

引
入
候
.同
前

た

る

べ
一

候

(中

略

)

(
足
軽
)

一
、
當
國
の
諸
侍
又
は
あ
し
か
る
に
不
レ寄
三
好
方

へ
奉
公
被
成
間
数
便

り

も

し

マ

セ

ロ

も

し

や

も

へ

ち

も

ヴ

ョ

し

ら

ロ

コ

も

　

ロ

ら

も

へ

り

ヘ

へ

ゆ

　

カ

ロ

い

ヵ

う

カ

ね

も

,
皿
、
國

之
弓
矢
判
状
送

り
候

に
無
二
承
引

一仁
膿

候
者

親

子
兄
弟

を

か
き
り
拾

ケ
年
弓
矢
之
用

に
置
中

間
敷

候
井

一
夜

の
や
ご

お
く
り
む

か
い
共

あ
る
ま
し

き
事

↓
、
陣

取

の
在
所

に
て
味

方
ら

ん
ほ
う

あ
る
ま

し
く

候
事

で

も

ヤ

カ

も

カ

も

ヤ

マ

ら

も

カ

マ

り

つ

「
、
當
國
之
儀
者
無
U
相
調
候
、
甲
か
よ
b
合
力
之
儀
専

一
候
之
間
惚
國
出
銭
を
し
て
伊
賀
、
甲
か
さ
か

へ
目

も

カ

も

も

つ

も

た

カ

ち

も

み

し

に
て
近
日
野
寄
含
め
る

べ
く
候

右
促
連
判
以
定
所
如
レ件

こ
れ
亦
紀
年
を
逸

し
て
み
る
が
、
恐
ら
く
永
藤
中

の
も
の
で
、
甲
賀

の
峡
谷
を
金
城
鐵
壁
ε
し
て
、
大
和
殊

に
↓二

好
氏
に
封
し
て
、
徹
謝
し
て
お
っ
た
態
度
が
明
示
さ
れ
て
み
る
。
但
伊
賀
は
聴
に
境
界
論

で
郡
の

一
部
ざ
争
論
を
.

惹
起
し
た
こ
蓬
も
め
つ
だ
が
、
天
正
十
三
年
な
ご
に
は
、
甲
賀
郡
奉
行
十
人
惚
、
伊
賀
郡
奉
行
十
人
物
連
署
し
て
、

土
豪
の
和
田
氏
に
異
見
條
々
を
迭
附
し
陀
こ
ε
が
あ
っ
セ
か
ら

、
割
合

に
歩
調
が
ご
れ
て
居

っ
た
こ
見

る
べ
き
で

あ
る
り

此
郡
中
惚
の
衆
議
は
、
信
長
家
政
の
風
説
が
高
か
っ
た
時
な
ご
に
も
、
随

の
こ
沸
騰

さ
れ
た
こ
ε
で
め
っ
た
。

「

伊
賀
き
攻
守
同
盟
の
可
否
に
つ
い
て
も
謄
分
討
議

さ
れ
た
様
に
思
は
れ
る
。
山
中
交
書
に

「
此
分
の
世
上
に
倭

・
、
靴
二
甲
賀

愁

定
信
長
存

分
可
・
申
候
、
其
塒
扮
郡
皮

下
セ
有
二
正
輩

候
か
、
左

様



醐
儀
伊
州

へ
申

來
候
共

、
は

か
不
レ
可
レ行

候
、
左
様

に
候

ハ
、
、
郡
中

可
二
相
果

一候
、
さ
候

ハ
・
そ
く

さ
に
伊
州

も

可
一一相
乗

一候

、
其
段

は
眼
前

に
分
別
候
、

〔中
略

)
今
程

郡
中

堅
固
御
概
悟

候
事
は
無

匡之
候

か
、
兎

に
角

せ
.

(善
)

〔恵
)

ん
に
も

み
く
に
も
、
郡
中
同
.心
無

二
別
儀

一候

ハ
、
此

方

の
爲
も
可
レ
然

候
(
下
馨

)L

ご
め

る
の
は

、
そ
の

一
端

を
示
す

も
の
で
、
惜

し
む
ら

く
は
蓄

書

の
断
片

で
交
書

の
性
質

が
充

分
で
な

い
爲
、
い
ぐ

ら

か
不
明
瞭

で
あ

る
け
れ
。こ
も

、
以

て
郡
.中

　
致
.の
情

勢
を

看
取
す

べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
而

し
て
殆

ご
同
時

の

事
で

め
ろ
う

ε
思

は
れ
る
が
同
郷
美
濃
部
女
書

に
よ

る
ざ
、
信

長
の
旗
丁

ご
し
て

の
別
集
秀
吉

は

、
甲
賀

郡
物

申

宛

に
書
歌
を
登

し
て
、
北

伊
勢

へ
の
機
向

に

つ
き
、
安

樂
越
を

通
過
す

べ
き
を
告

げ
、
右

に

っ
き
「
被
レ
得
=
其
土星

道

を

つ
く
ら

せ
、
井
道
端

に
鐵
炮

不
レ伏

様
念
を

入
堅

可
・
被
二
申
付

[候

、
自

然
不

屈
儀
俟

て
は
、
郡
中
可

レ爲
一越

度

H候

〔下
略

)」
ε
椅
頼

し

て
み
る
。

右

の
爽

意
は
軍

に
秀
吉

が
強
制
的

に
注
交
す

る
ご
こ
ろ
が
あ

っ
て
、
こ
の
責

任
を
郡

↓
圓

に
負

捲

せ
し

む

る
こ
ご
、
例

へ
ば
十
人

組

な
ご

に
封
ず

る
場
合

ε
同

一、手
段

で
あ

っ
た
か
、
若

し
く

は
郡

の
組
織

が
堂

圃
な
寄
合
組
織

に
な

っ
て
み

る
薦
め

に
、
特
別

に
郡
惚
中

宛

に
か

、
る
往
交

を
前

以

て
し
た
も

の
か
、
我
等

は
榔孚
ろ
第
二
説

に
左
袒

せ
ん
`
す

る
も

の
で
あ

る
。
尤

も
此
頃

に
あ

っ
て
は
、
-郡
惚

宛

の
事
例

は
割

合

に
稀

で
あ

る
に
し

て
も

、

一
村
惚

中
宛

の
書
状

は
最

も
普
遍

に
行

は
れ
て
居

っ
て
、
之
を
受

取

つ
た
村
方

に
あ

っ
て
は
、

一
村

の
衆
議

を
以

て
、
之

が
回
答

を
送

る
を

例

`
し

て
お

っ
た

こ
ε
で
め

る
。

而

し
て
前
掲
掟

連
劉
の
交
書
申

、
終

b

の
條

に
見

え

だ
、
野
寄
合
即

ち
郡

民
大
會
、
若

し
一
は
国

民
會
議
は

、

屡
開

催

せ
ら
れ

て
、
域
内

の
不

利
益

な
事
件

の
起

つ
た

場
合

に
は
、
之

駕
除

去
す

べ
き
方
策
を
討
論
決
議

し
π
も

の

ご
畳

え

考
。
そ

れ

に
撤
し

て
は
、
既

に
領

主
権

の
薄

弱

ざ
な

つ
だ
佐

々
木
氏

で
は
、

「
指

を
染
む

る

こ
ご
す

ら

諭
}
苑

中
世
末
期
に
於
げ
ろ
村
落
の
結
合
九㎎論
ず
(二
・完
)

第
十
七
徐
一
(第
〕
騰

一
一
三
)

一
=
二

亀



観

苑

中
世
末
期
に
於
σ
ろ
村
落
の
結
合
為
論
ず
(二
・完
)

第
十
七
巻

(第

】號

=

四
)

一
一
四

不
可
能

で
あ

っ
た
。
僅

か
に
郡
内
割
櫨

の
土
豪
を
介

七

て
幾

分

か
そ

の
機
勢

を
.安
協

緩

和
せ
し
む
る

に
過
ぎ
な

か

つ
尾

山
中
女
書
、
佐

々
木
義
治
か
ら
山
中
大
和
守
宛
折
紙
に

「
郡
内
之
儀

黛

此
中
種
々
令
・馳

走
乏

由
、
尤

馨

之
至
候

器

具

二条

蓼
會
ダ

ど
霧

、
響

於

寒

露

謬

〒

略
)」
妄

へ
・
な
ご
は
、
そ

の
心

情
を
吐
露

し

て
み
る
も

の
ざ
考

へ
る
。
故

に
土
豪

は
土
豪

ε
し

て
各

そ

の
結
束
を

堅
う
し
、
或

は
聯
合

し
て

こ
の
郷
中

惚

に
勤
抗

せ

ん
ご
し
た

の
で
あ

る
が
、
先

に
も
云

へ
る
如

く
」
遂

に
目

的
を
達
す

る
こ
ε
が
出
水

な

か

0
陀
。

我
等

は
同
時

代

に
大

和
、山
城

な
ご

に
、
同

じ
ゃ
う

な
国
民

の
團
結

が
出
來

し
て
、
主

ε
し
て
試
人

の
横
暴
を
防

遏
し
陀
・
差

知

つ
弄

る
。
但
し
日
記
、
聞
書
な
ご
を
通
じ
て
見
た
、
そ
の
腿

の
格
馨

行
動
は
、
ン
、の
目
的
專

ら
武
人
撃
退

に
み
つ
た
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ご
も
、
今
俄
等
の
叙
述

し
て
来
た
甲
賀

の
場
合
で
は
、
「
郡
惚
中
」
の
行

動
は
頗

る
廣
汎
な
範
警

深
い
根
嫁

・
を
持

っ
て
る
る
、
恐
ら
一
他
国
の
例
も
然
げ
で
あ
ら
　
。

0

我
等
は
以
上
の
例
を
以
て
、
平
常

の
場
合
に
於
け
る
村
掟
馬
非
常

の
際

に

於
け

る

村
掟
の
如
何
な
る
性
質
の

、も
.の
で

あ

る
か
を

察
知
し
得
ら

る
、
も

の

ご

思
ふ
。
賊
む
ら
く
は
、
更
科
の
缺
乏
か
ら
、
同

一
の
部
落
に
於

て
、
こ
の
攣
化
を
直
接
に
示
す
扶
け
の
事
例
を
示
す
ご
ε
が
出
来
な

い
の
で
あ
る
が
、
然
し
よ
く
吟
味
し
て
見
た

な
ら
ば
、
そ
れ
は
矢
張
表
裏

の
關
係
に
立

つ
も
の
ε
考

へ
る
こ
ε
が
出
家
や
う
。
故
に
法
制
の
整
備

さ
れ
π
江
戸

幕
府
時
代
に
至
っ
て
、
猶
長
く
官
制
の
五
八
組
規
約
警
め
外

黛
、

一
村
限
り
の
規
約
は
、
常

に
必
要
に
鷹
じ
て
作

ら
些

嚴
禁

せ
ら
れ
て
お
っ
た
紳
交
誓
約
は
行
は
れ
、
事

に
よ
れ
ば
過
激
手
段

の
衆
議
を
も
.
置
目
ご
す
る
に
至

`



つ

た

の

で

あ

る

。

座
人
と
村
民

我
等
は

一
村
團
結
の
成
立
を
吟
味
す

る
以
上
、
更
ら
に

一
村
成
立

の
内
容
に
聞
し
て
、
相
當
の
考

察
を
費
さ
ね
ば
な
ら
澱
。
江
戸
幕
府
時
代
の
中
葉
以
降
に
出
来
た
も
の
ε
思
は
れ
る

「
多
羅
尾
村
。
瀞
賀
年
中
行

忌

事
」

ε
題
す

る
も

の
に
、
十

一
月
十
三

日

ノ
條

産
入
・
云

.
・
・
り
、
里
民
+
七
歳

・
至

ζ

、
稚
名
善

男

・
盛

-
云
・
意
也
、
所
謂
蜜

麓

左
右

・

差
別

ハ
、
家
筋

二
依

〃
、
A
・夕
宮
座

二
「グ
名
付

ノ
式

ア

リ

虚
し
正
月
十

三
日

ノ
條

に
は

年
預

ノ
者

拾
人
村
役

ノ
者

、
里

冨

へ
参
會

、其
年

ノ
里

/
掟

ヲ
定

ム
諭
瑠
軒
顯
朴
ひ
哩

ご
記

し
た
箇

條
が

あ
る
.
此
は
説
明
を
助

け

る
爲
、
便

宜
上
引
用

し
た

　
記

録

に
過
ぎ
な

い
が

、
女
中

に
も
見
え

る
如

,、
、
近

江

に
あ

っ
て
は
、
多

く
の
場

合
、

一
村

の
氏
神
を
中
.恥
ご
し
た
座
制

が
成

立
し

て
、
資

格

あ
る
村
民

は
、
各

そ

の
座

人

ご
し

て
神
事

を
掌
り
、

同
時

に

一
村

の
掟
な

ご

に

つ
い
て
も
、
座
入
中

で
定

む
る
こ
ご
上
丈

の

如

し
で
あ

っ
た
。
而

し
て
家
系

、
自

分
、
貧
富

、
年
齢

か
、ご

に
よ

っ
て
、
座

に
加

入
す

る
こ
ε
の
制
限

が
あ
b

、

叉
座

そ

の
も

の
に
あ

っ
て
も
、
以
上

の
匠

別

か
ら

別
座

を
作

る
場
合

が
あ

っ
た
。
村

こ
し
て
大
事

の
衆
議
な

ご
は

寄
合

の
前

に

]
先

つ
年

々
定

め
ら

れ
た

る
年
行

事
、
若

し
く
は
長
老

の
手

に

～
つ
て
大
膿

を
定

め
、
然

る
後

省
議

を
な
す
様

の
順
序

を
取

っ
た
。

而

し
て
又

そ
の
地

に
定

住
す

る
こ
ε
が
、
座
人

こ
し
て
の
必
要
條

件

で
あ

っ
た
。

.

「村

民
」
ε
し
て
の
資
格

で
あ

っ
た
座
人

の
制
は

こ
の
問
題

に

一
通
b

の
説

明
を
要
す

る
こ
こ
ろ
で
あ

る
。

説

苑

中
世
末
期
に
於
一/
る
村
落
の
結
合
ん
論
ず
(二
・完
)

第
十
七
巻

(第
】
號

=

五
)

「
】
五
.



.「

設

苑

中
世
末
期
に
於
げ
ろ
村
落
の
結
合
為
論
ず

(二
・完
)

第
+
七
巻

(第

一
號

二
八
)

=

六
.

以
上
述

べ
だ
様
の
意
味
の
座
制

、帆
鎌
倉
時
代
に
は
既

に
そ
の
史
料
が
見

え
る
。
前
出
蒲
生
郡
島
村
大
島
、
沖
津

鳥
神
就
交
書
に
よ
れ
ば
弘
安
四
年
四
月
廿
日
附
で
、
「
定

注
進
座
之
衆
議
之
旨
」
冠
し
て
、
肚
役
の
者

に
封
ず

る

饗
掛
竿
を
定
め
、
此
際
蓮
蹴
あ
る
べ
か
ざ
る
を
定

め
て
み
る
。
同
六
年
六
月
十
五
日
附
の
「
定
種

々
規
文
事
」
も
同

じ
く
神
事
に
つ
い
て
定

め
た
ε
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
「衆
議
」
ε
云

っ
て
み
る
。
降

っ
て
延
文
。
永
和
・永
享
質
の
寄
進

状
、
若
し
く
は
質
券
し
、
こ
の
座
は
大
座

の
稽
を
持
ち
、
こ
の
團
燈

こ
し
て
財
産
を
有
し
、
神
事
に
使
用
し
て
ゐ

セ
有
様
が
明
示
.さ
れ
る
。
但
し
我
等
は
猶
、
此
頃

に
み

っ
て
は
、
奥
島
の
場
合
で
は
座
衆
が
部
落
晟
の
中
如
何
な

る
資
格
の
も
の
が
こ
れ
女
け
の
歩
合
丈
加
入
し
て
居
穴
か
、
亦
そ
の
座
乗
は
和
事

の
外
、
自
然

に
座
衆
即
ち
部
落

民
ε
し
て
村
事
を
決
し
た
如
何
に
つ
い
て
は
、
明
快
な
解
答
を
示

さ
れ
な

い
。
鷹
安
元
年
霜
月
に
、
北
津
田
、
奥
島

両
村
人
の
是
め
た
、
大
島
御
供
所
之
事
の

一
ケ
條

に
「
]
、
大
島
大
座
村
人
定
数
之
事
」
が
あ
っ
て

神
田
領
村
人
廿
三
人
之
前

ハ
可
・有
・
之
、
此
外
之
前

述
不
レ
可
・有
能
也
、
高

圧

村

人

ハ
廿

】
人
之
前
可
レ
有
レ

之
、
北
郷
.之
前

ハ
不
レ可
レ有
レ
之

]
、
御
供
な
う
ら

い
の
前
已
上
百
五
十
六
前
之
内
七
十
九
前

ハ
左
之
村
人
方

へ
な
う
ら
う

べ
し
七
十
五
前

ハ
右

之
村
人
方

へ
な
う
ら
う

べ
し
(下
略
)

蓬
見
え
て
み
る
。
有
力
な
史
料
で
め
る
け
れ
ご
も
そ
の
意
味
が
難
解
で
、
ず
、
こ
迄
が
麗
人
の
甑
で
あ
る
か
、
正
確

を
期
し
難

い
。
但

し
上
交

に
見

え
る
如
く
、
大
座

の
内
で
も
.、
.各
左
右
に
座
席
を
占
め
る
上
か
ら
、
自
然

に
左
右

の
座
が
出
來
て
乗

る
径
路
は
較
々
明
了
で
め
る
。
而
し
て
前
出
の
同
郡
今
堀
共
有
交
書
の
延
徳
元
年
十

一
月
四
日

唱



附
地
下
掟

に
よ
れ
ば
、

そ
の
中

に

ヘ

ヘ

エ

ゆ

し

ゐ

へ

も

マ

も

へ

も

一
、
家
費

タ
ル
人

ノ
方

ヨ

リ
百
交

ニ
八
三
交

ッ

・
壷
貧

女

ニ
ハ
冊
丈

ソ

・
惚

へ
可

レ出
者
也
背
二
死
旨

ヲ
}村
人

カ

も

や

ね

し

へ

も

も

ハ
座

ヲ

ヌ
ク

ヘ
キ
也
L

ε
見

え
て
動

か
す

べ
か
ら
ざ

る
座
人
即
村

人

で

あ

る

こ

ピ
を
示
し
、

そ
れ
が
村
掟

を

作

つ

π
明
鐙

を
示
し

て
み

る
。
慮

永
三
十

二
年
十

一
月
「
今
堀
郷
座

主
衆
議

定
係

、々

事
」
亦

撚
り

で
あ

る
。
次

に
座
敷

で
あ

る
が

、
そ
れ
は
主

こ
し

て
部
落

の
大

小
に
よ
り
、

】
座

の
こ
ε
も
あ
り

、

そ
れ
以

上

の
藪
を
持

つ
こ
ピ
も
少

く
な

い
。
甲
賀
郡

朝
宮

の
場

合

に
め

っ
て
は
そ

の
朝
宮
紳
孔版
の
座

は
少
く

こ
も
江
戸
幕

府

の
中
葉
以

降
頃

に
は
大

。新

・卒

・孫

・
今
・姫

・
出

京

の
順

列

に
な

る
七
座

を
有

っ
て
居

つ
π

こ
ε
で
あ
る

が
、
載

る
神
事

に
謝

し

て
は
卒

・大

・新

(以
下

同
じ
)
の
順

に
な

る
こ
ざ
も
あ

っ
た
。
此
七

座

の
中

、
頭
三
座

が
歴

史
的

に
和
事

に
封
ず

る
特
権

を
有

し
て
居

っ
だ

こ
蓬

で
あ

る
。

そ
し

て
文
明
十

二
年
三
月

に
、
大
座
衆

か
ら

李
座

衆

へ
宛

て
た
渡
歌

に
よ
れ

ば
、

こ
の
座

位
を
決

し
た
支

謹

を
知

る
こ
ε
が
出

来
る

の
で
あ

る
。

而

b

て
こ
の
後

に
獲

生
し
泥
或

る
諸
座

が
、
特

椹
を

有

し
な

か

つ
π

こ
ご
は
、
そ
の
原

因
は
必
ず

し
も
後

に
出

家
た

か
ら

ε
云

ふ
単
純

な
理
由

ば

か
り

で
は
な

い
、
或

は
家
格
的

に
位
置

の
低

い
も
の
、
若
し
く
は
脛
濟
的

に
無

力

の
も
の
、
他

部
落

か
ら

移
住

し

て
来
た

も

の
な
ご
が

懇
願

の
結
果

、
漸

く

に
し

て

一
座

ε
結

ん
だ
場
合
も

あ
ろ

ね

り

あ

　

も

も

へ

た

ろ

へ

も

う
。
蒲
生
郡
今
堀
共
有
交
書
に
、
弘
治
二
年
政
之
定
悠

々
が
あ
り
、
そ
の
中
に
「
一
、
新
座
之
煮

糊
並
之
異
見
禁
制

へ

も

之
事
」

ε
あ

る
の
は
、
此

れ
後

に
出

來
た
座

乗
が
、
惚

並

に

謝

し
て
異
見

を
述

ぶ
る
こ

巴
を
禁
止

さ
れ

た

こ
ε

で
あ

る
。
斯

し
て
同
じ

く

一
村

の
座

ε
請
す

る
も

、
成

立
内
容

は
複
雑

で
、
そ
れ
が
神
事
を
中
心

ε
す

る
ε
同
時

説

苑

中
世
〃末
期
に
於
由り
ろ
村
論幣
の
結
合
を
払訓ず
(二
・出兀)

第
十
七
巻

(第
.
號

一
一
七
)

]
一
七

'

「

L



,

富

「

.

説

苑

中
世
末
期
に
於
σ
る
村
落
の
結
合
な
論
ず
(二
・完
)

第
十
七
谷

(第
一
號

一
一
八
)

}
一
八

に
、
我
等

の
所
論

の
如

く
、
同
時

に

一
村

の
庶
務
を
定

む

る
迄

に
至

っ
た

ξ

し
て
も
、
座

乗
は
総

べ
て
同

一
の
権

け

利
を
持

っ
て
居

つ
だ
も

の
ご
は
考

へ
ら

れ
な

い
、
自
ら

そ
の
組
織

の
上

か
ら
も
優

越
者

が
出
座

る
様

に
な

つ
だ
で

あ
ろ
う
。
唯
衆

議
最
後

の
決

定

に
そ

の
加
判
を

な
し
、
座

衆
即

ち
村
民

の

一
人

こ
し
て
、
等

し
く
そ

の
権

利
を
保

持
す

る
こ
ξ
が
出
来

た

・し
云
ふ
こ
ε

に
つ
い
て
は
、
こ

こ
迄
も

一
村

の
團
結

を
考
察

す

る
上

に
見
逃
す

べ
か
ら
ざ

る
こ
ε
で
め
ろ
う
。
猶

細
論
す

れ
ば

、

一
村

惚

の
中

に

も
老

害
、
若
衆

の
優

別
が
出

来
、
そ
れ
ぐ

】
村

ご
し
て
衆
.

議
す

べ
,き

こ
ご
も
分
撰
す

る
に
至

っ
た
ら

し

い
こ
ご
は

、既

に
天
正
十
年
十

二
月
八
日
附
今
堀
共
有

交
書

に
見

え
、

又
同
文
書

に
よ
れ

ば
氷
圧
四
年
頃

に
は
既

に
座
人

こ
し

て
の
村
民
は

、
所

課

さ
れ
セ
る
座

の
費

用
を
所
納
す

る
こ

ε
が
出

来
な

い
爲

、
之

を
外

し
、
芳

失
権

盾
に
し
て
再

入

の
場

合

に
は
、
.未
進

料

を
完
納

し
、
足
洗
酒

ε
號

し
て

新
座

入

の
振
舞
を
要

し
π

の
で
あ

る
。
以

上

の
老

害

に
封

し
て
、
若

衆

の
生

じ
た

こ
ε
、
.專

ら
経
済

上

の
理
由

か

ら
麗

人

の
實
絡
が
左
右

さ
れ
た

ε
云

ふ
こ
ご
は
、
疑
ひ

な
く
世
相

の
聖
遷

を
記
録
す

る
も
の

し
外

な
ら
な

い
。

齢
…論

我

等
は
、
以

L⊥
諸
種

の
史

科
を
蹄

納
し
て
、
粗

々
云
は

ん
・こ
す

る
こ
ε
を

云

ひ
漉
し
だ
。
要
す

る
ご
こ
ろ

主
ε
し
て
中
世
末
期
に
當

っ
て
、
近
江
の

一
部
に
頻
出
し
た
諸
部
落
の
聯
合
團
結
「

「
郡
中
惚
」
の
現
象
を
如
何

に
考

察
す

べ
き
か

を
中

心
問
題

ε
し

て
.、

こ
れ
を

部
落

固
結

の
非
常

の
際

に
於

け
る

一
手
段

ご
解
し
、
挙
時

に
あ

り
て
は
、
そ
れ
は
自
然

に
要
求

さ
れ

π
彼

等
の
共

同
生

活

に
於

け
る
諸
種

の
村
規
約

で
あ
り

ε
し
、
此
極
端

な
二

種

の
現

は
れ
は
表
裏

の
關
孫

に
立

つ
も

の
ど
解

し
、
更
ち

に

一
村
内

の
結
合

は
、神

事
を
中
心

ε
す

る
座

制

に
起
因

す

る
ε
こ
ろ
が
あ

る
こ
ε
を
示

し
た
積

り
で

あ
る
。
但

し

こ
の
管
見

は
自

己

ご
し
て
も

そ

の
立
論

に
欠
陥

の
多

い

`



こ
ご
は
気
付

い
て

み
る
。
就
中
繰
返

し

て
云

は
ね
ば
な

ら

諏
こ
ε
は

、
例

へ
更
科

の
欠

陥

か
ら
止

む
を
得

諏
ε
は

云

へ
、
異

っ
た
場
所

の
史
料
を
引

用

し
て
、

一
の
假
説

を
組
立

て
ん
ご
す

る
冒
険
は

、
顧

み
て
忸
怩
だ
ら
ざ

る
を

得

な

い
。
然

し
今

の
こ
こ
ろ
で
は

、
中
世

以
来

の
庶
民

の
村

落
生
活

か
ら
推

理
し

て
、
斯

る
結

果

に
な
ら

濾

ε
信

じ
て
み
る
。
我

等

ε
し

て
は
當

然
の
解
答

を
試

に
叙
述

し

て
革
巻

の
批
正
を

仰
ぐ

に
外

な
ら

な

い
。
史

料
の
蒐
集

が
猶
多

く
行
は
れ

た
時

に
、
更

ら

に
こ
の
問

題
は
更

ら

に
無
理
な

し

に
論

究

さ
れ

る
か
否

か
、

そ
は
他
日
を
期

す

る

こ
ご
に
し
た

い
。

猶

我
上

代
の
風
習

で
め

っ
た

ε
解

せ
ち

る

、
、
紳
肚

を
中
心

ε
し

て
部
落

の
成

立

し
た
こ
ご
、
神

事
即
ち
政
治

の
観

念

が
、
こ
の
中
世

以
降
に

あ

っ
て
も
、
そ

の
關
係
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を

別

ご

し

て
、
帥
乱肌
中
心

の

座

制
に
傳

は

b
、
座

人
即
ち
村

人
、

そ
の
衆

議

が
當
然

の
結

果

、
部

落
惚

ε
し

て
の
衆

議

`
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っ
た
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ξ
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、
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ち
興
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あ

る

こ
ざ
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思
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等
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此
等
の
問
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し

て
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、
各

々
切
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し

て

】
々
今
少

し
く
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す
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き

で
あ

る
が
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目
的
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其
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を
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っ
た
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ご
か
ら
、
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で
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に
簡
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た
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`
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ら

れ
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